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○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

                                       

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
七
十
五
号

　
　
　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　

改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
の
見
出
し
中
「
払
込
」
を
「
払
込
み
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
払
込
」
を
「
払
込
み
」

　

に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
五
項
」
を
「
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四

　

条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
号
様
式
の
五
、
第
三
号
様
式
の
七
、
第
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第
四
号
様
式
の
二
（
そ
の

　

一
）
ま
で
、
第
四
号
様
式
の
三
及
び
第
五
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
の
二
ま
で
の
規
定
中
「特

例
基
準
割

　
合

」
を
「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
の
二
の
二
（
上
葉
）
中
「第

7
4
条
の

3
第

4
項

」
を
「第

7
4
条
の

3
第

4
項
た
だ
し
書

」
に
、

　

「第
3
7
条
の

2
第

4
項

」
を
「第

3
7
条
の

2
の

2
第

4
項
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
様
式
（
上
葉
裏
）
中
「特

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

例
基
準
割
合

」
を
「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
の
三
か
ら
第
六
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
八
号
様
式
（
裏
）
及
び
第
八
号
様
式
の
二
（
裏
）

　

中
「特

例
基
準
割
合

」
を
「延

滞
金
特
例
基
準
割
合

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
三
中
「差

引
税
割
額

」
を
「差

引
法
人
税
割
額

」
に
、

「

を

年
4
0
0
万
円
を
超
え

8
0
0
万
円
以
下
の
所
得
金
額
又
は

特
別
法
人
の
年

4
0
0
万
円
を
超
え
る
所
得
・
清
算
所
得

2
1

」

「

に
、

年
4
0
0
万
円
を
超
え

8
0
0
万
円
以
下
の
所
得

､
 特
別
法
人

の
年

4
0
0
万
円
を
超
え
る
所
得
又
は
清
算
所
得
の
金
額

2
1

」

「

を

比
例
税
率
適
用
分
又
は
清
算
所
得
金
額

2
4

」

「

に
、

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
所
得

､
 法
第

7
2
条
の

2
第

1
項
第

3
号

に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
所
得
又
は
清
算
所
得
の
金
額

2
4

」

「

を

指　
定　
納　
期　
限　
ま　
で　
の　
延　
滞　
金

」

区　
　
　
　
　
　
分

（単
位

：円

）

法
人
県
民
税

5
8

法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税

5
9

「

に
、

指　
定　
納　
期　
限　
ま　
で　
の　
延　
滞　
金

」

　

「6
0

」
を
「5

8
」
に
、
「　

注

」
を
「注

１

」
に
、

「　
　
⑶　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

。
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」
を

「　
　
⑶　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

。

　
２　

地
方
税
法
第

7
2
条
の

2
第

1
項
第

3
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人
に
つ
い
て
は

､
  表
中

1
6
欄

　
　
び

4
3
欄
か
ら

4
7
欄
ま
で
の
金
額
の
事
業
ご
と
の
内
訳
を

､
  第

5
1
号
様
式
の

3

（そ
の

2

）に
記

か
ら

3
5
欄
ま
で
及

載
し
て
い
ま
す

。

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
十
一
号
様
式
の
三
（
そ
の
一
）
と
し
、
同
様
式
の
次
に

　

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



令
和
二
年
十
二
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五
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規
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第51号様式の3（その2）(第24条、第27条の2関係)

の

法人事業税
（単位：円）

1

2

3

4

年400万円以下の所得金額 5

6

年800万円を超える所得金額 7

合計 8

9

付加価値額 10

資本金等の額 11

収入金額 12

％）

％）

％）

％） ％）

％） ％）

％） ％）

％） ％）

合計 20

特別法人事業税又は地方法人特別税
（単位：円）

基準法人所得割額 21

基準法人収入割額 22

％） ％）

％） ％）

合計 25

※

（税率 （税率

税

額

21に対する税額 23

（税率 （税率

区　　 　分 法第７２条の２第１項第１号 法第７２条の２第１項第２号 法第７２条の２第１項第３号

課税標準

23+24　 

22に対する税額 24

13+14+15+16+17+18+19　

12に対する税額 19

（税率 （税率

10に対する税額 17

（税率 （税率

11に対する税額 18

（税率 （税率

税

額

5に対する税額 13

（税率

9に対する税額 16

（税率 （税率

7に対する税額 15

（税率

6に対する税額 14

（税率

本

県

分

年４００万円を超え８００万円以下の所得、特別法人の
年４００万円を超える所得又は清算所得の金額

法　　　　人
県 民 税

法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税における法第７２条の２第１項各号に掲げる事業ごとの内訳

区　 　分 法第７２条の２第１項第１号 法第７２条の２第１項第２号 法第７２条の２第１項第３号

更 正
事 業 税 決 定

特別法人事業税又は地方法人特別税 加 算 金 決 定
通 知 書 兼 納 付 通 知 書

所得又は清算所得の金額

収入金額

資本金等の額

付加価値額

5+6+7　

軽減税率不適用法人の所得、法第７２条の２第１項第３号

に掲げる事業に係る所得又は清算所得の金額

管 理 番 号

法人の名称

課

税

標

準

総

額

第５１号様式の３（その１）における１６欄から３５欄まで及び４３欄から４７欄までの金額の事業ごとの内訳を記載しています。
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和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報
号
外

四

（
規
則
）

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
五
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
七
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
九
中
「特

　
例
基
準
割
合

」
を
「延

滞
金
特
例
基
準
割
合

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
九
の
二
中
「第

4
8
条
第

3
項
本
文

」
を
「第

7
3
9
条
の

5
第

3
項
本
文

」
に
、
「第

4
8

　

条
第

1
項

」
を
「第

7
3
9
条
の

5
第

1
項

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
四
号
様
式
の
三
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
一
中
「特

例
基
準
割
合

」
を
「延

滞
金
特
例

　

基
準
割
合

」
に
改
め
る
。

第
二
条　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
大
分
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　

う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
二
号
様
式
中
「特

例
基
準
割
合

」
を
「延

滞
金
特
例
基
準
割
合

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

　

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一　

第
一
条
中
第
三
号
様
式
の
五
、
第
三
号
様
式
の
七
、
第
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第
四
号
様
式
の

　
　

二
（
そ
の
一
）
ま
で
、
第
四
号
様
式
の
三
、
第
五
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
八
号
様
式

　
　

（
裏
）
、
第
八
号
様
式
の
二
（
裏
）
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
五
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
七
、

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
九
、
第
五
十
四
号
様
式
の
三
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
一
の
改
正
規

　
　

定
並
び
に
第
三
条
の
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定　

令
和
三
年
一
月
一
日

　

二　

第
二
条
の
規
定　

令
和
四
年
四
月
一
日

　

三　

第
一
条
中
第
九
条
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の
九
の
二
の
改
正
規
定　

令

　
　

和
六
年
一
月
一
日

　

（
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

　

る
。

　

一　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
号
様
式
の
五
、
第
三
号
様
式
の

　
　

七
、
第
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第
四
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
ま
で
、
第
四
号
様
式
の
三
、
第
五

　
　

号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
八
号
様
式
、
第
八
号
様
式
の
二
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の

　
　

五
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
七
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
九
、
第
五
十
四
号
様
式
の
三
及
び
第
五

　
　

十
七
号
様
式
の
三
の
十
一
の
規
定

　

二　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
第
二
十
二
号
様
式
の
規
定

　　


